
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体の所定面にカメラを備えた移動体電話機において、
　前記本体の所定機能を操作するテンキーなどの操作ボタンを配置した操作面を有する第
１筐体と、
　前記第１筐体に摺動可能に装着されて前記操作面を覆う閉塞位置と前記操作面を露出さ
せる開放位置とに摺動するとともに所定の端部に回転可能に軸支したカメラを有する第２
筐体とを備え、
　前記第２筐体は前記閉塞位置で前記第１筐体と外周がほぼ一致するように重なり前記カ
メラが位置する前記第１筐体の一端側に切り欠き部を設けて前方及び後方を撮影可能にす
るとともに、前記本体を前記第１筐体及び第２筐体により形成することで所定の電子部品
を十分に配置できる配置スペースを確保するように設けたことを特徴とする移動体電話機
。
【請求項２】
　請求項 に記載の移動体電話機において、
　前記第２筐体には、前記閉塞位置で覆われる前記操作面の操作ボタンとは異なり前記閉
塞位置の状態で露出して前記カメラ及びオンフック・オフフッ 操作を行う基本ボタン
を配置し とを特徴とする移動体電話機。
【請求項３】
　請求項１ に記載の移動体電話機において、
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　　前記本体は、前記第２筐体に前記カメラとともに大型の液晶表示器 スピー 配
置し、前記第１筐体に前記操作ボタン マイ 配置することで、前記開放位置に摺動
する際に前記スピーカからマイクまでの長さを使用者の耳から口までの長さに調節できる
ように設けたことを特徴とする移動体電話機。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項 のいずれかに記載の移動体電話機において、
　前記カメラは、前記第２筐体に軸支されて前記操作面側から裏面側に１８０度回転して
撮影できるように形成され、この画像を通信により発信できるように設けたことを特徴と
する移動体電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動体電話機に係り、より詳細には所定の画像を撮影可能なカメラを備える移
動体電話機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、例えば、携帯電話機、ＰＨＳ電話機などの移動体電話機は、モバイルマルチメディ
アの技術開発が盛んに行われるのに伴って、音声データ及び動画像を含む画像情報を、携
帯時に時と場所を選ばず自由に撮影してやりとりできるようになっている。この従来の移
動体電話機は、例えば、本体に各種操作キーや液晶表示器（ＬＣＤ）を備えるとともに、
この本体に撮像するためのカメラを一体化させ、通話者が周囲の様子を自由に撮影して液
晶表示器により画像情報を確認した後、自在に送信できるように形成されている。図１１
は、このような従来の移動体電話機を示す斜視図である。
【０００３】
図１１に示すように、従来の移動体電話機は、電話機の外装を形成する本体１００を設け
、この本体１００の所定面にテンキーなどの操作ボタン１０４ａを複数配置した操作面１
０４と、この操作面１０４の近傍に配置されて所定の情報を表示する液晶表示器（ＬＣＤ
）１０１と、周囲の様子を自由に撮影可能なカメラ１０２と、所定の情報を送受信するア
ンテナ１０６とを備えている。また、本体１００には、操作面１０４の近傍に配置して通
話時の音声情報を収音するマイク１０８と、アンテナ１０６により受信した音声情報を再
生するスピーカ１０９とを備えている。
【０００４】
ここで、カメラ１０２は、ＣＣＤカメラまたはＣ－ＭＯＳカメラなどの小型カメラを装着
しており、操作面１０４及び液晶表示器１０１を配置した本体１００の表側に固定されて
所定の画像を撮影できるように設けられている。
そして、このような従来の移動体電話機を使用する場合、まず、本体１００の操作面１０
４の操作ボタン１０４ａを操作して電源をＯＮにし、カメラ１０２のレンズ１０２ａが使
用者側に向くように調節する。その後、本体１００の操作ボタン１０４ａを再び操作して
カメラ１０２をＯＮ状態にすることで、電力およびカメラ制御信号がカメラ１０２に供給
され、液晶表示器１０１に画像が表示される。なお、従来の移動体電話機は、使用モード
によって画像を液晶表示器１０１に表示せず、アンテナ１０６を通じて通話相手の本体に
直接画像情報を送信してお互いに相手の顔を表示させて通話することも可能である。
【０００５】
しかしながら、このような従来の移動体電話機では、携帯時に通話者が周囲の様子を撮影
する場合、液晶表示器１０１を見ながら周囲の画像を撮影することが困難であるという不
具合があった。
また、従来の移動体電話機は、近年、小型化が進む反面、多機能化により種々の機能が付
加されて操作ボタン１０４ａの数が増えているとともに、液晶表示器１０１もさらに見や
すいように表示面積が大きくなっているため、このような操作ボタン１０４ａと液晶表示
器１０１とを配置した場合、カメラ１０２を配置する配置スペースが確保できなくなると

10

20

30

40

50

(2) JP 3751197 B2 2006.3.1

及び カを
及び クを

３



いう不具合があった。
そこで、従来の移動体電話機では、モバイル機やノートパソコンなどの外部装置と接続し
、この外部装置のカメラにより撮影した画像情報を移動体電話機の本体に取り込むことが
行われている。図１２は、このように外部装置と接続する従来の移動体電話機の他の実施
の形態を示す斜視図である。
【０００６】
図１２に示すように、外部装置と接続する従来の移動体電話機の他の実施の形態は、多機
能化による複数の操作ボタン２０４ａを配置した操作面２０４及び大型の液晶表示器２０
１を備える移動体電話機の本体２００を設け、この本体２００に接続ケーブル４００によ
り接続して画像情報を送信する外部装置３００を備えている。
【０００７】
ここで、本体２００は、図１１に示した本体とは異なり、カメラを一体に備えておらず、
この配置スペースを利用して大型の液晶表示器２０１と複数の操作ボタン２０４ａとを配
置している。この本体２００は、図示されていないが、一端側に接続ケーブル４００を着
脱可能なコネクタを備え、このコネクタに接続した接続ケーブル４００を介して外部装置
３００に接続される。また、本体２００には、図１１に示した本体と同様に、通信時に信
号を送受信するアンテナ２０６と、このアンテナ２０６により受信した音声情報を再生す
るスピーカ２０９と、所定の音声情報を収音するマイク２０８とを備えている。
【０００８】
一方、外部装置３００は、開閉可能に軸支された第１筐体３１０と第２筐体３２０とによ
り形成されている。この第１筐体３１０には、外部装置３００の所定機能を操作する複数
の入力キー３１４と、移動体電話機の本体２００と接続する接続ケーブル４００を着脱す
るコネクタ（図示せず）とを備えている。また、第２筐体３２０は、一端側に回動可能に
軸支されたカメラ３２２と、所定の情報を表示する液晶表示器３２１とを備えている。こ
こで、カメラ３２２は、第２筐体３２０に回動可能に支持されているため、回動させてレ
ンズ３２２ａの方向を変えることで液晶表示器３２１を見ながら裏面側の画像を撮影する
ことが可能になる。
【０００９】
　そして、このように外部装置を接続した従来の移動体電話機の他の実施の形態を使用す
る場合、まず、外部装置３００の入力キー３１４を操作して電源をＯＮにし、カメラ３２
２のレンズ３２２ａを所望の方向に回動させて角度を調節する。その後、入力キー３１４
を再び操作してカメラ３２２の動作ボタンをＯＮにすると、電力およびカメラ制御信号が
カメラ３２２に供給され、外部装置３００の液晶表示器３２１に画像が表示される。そし
て、この画像情報は、接続ケーブル４００を介して移動体電話機の本体２００に送信され
、本体２００の液晶表示器２０１に表示される。なお、使用モードによっては画像情報を
本体２００の液晶表示器２０１に表示せず、外部装置３００の液晶表示器３２１により確
認した後、本体のアンテナ２０６を通じて直接通話相手に送信することもできる。
　しかしな 、外部装置を接続する従来の移動体電話機の他の実施の形態では、図１２
に示したように、移動体電話機の本体２００と外部装置３００とを組み合わせて始めて画
像を撮影できる構造であり、撮影時には常時、数種類の装置を持ち運ぶ必要があるため、
収納性、携帯性が悪くなる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来の移動体電話機では、図１１に示したように、本体１００の所定面にカ
メラ１０２を固定した構造の場合、カメラ１０２の撮影方向と液晶表示器１０１の表示面
とが同じ方向に配置されて自由に動かせないため、液晶表示器１０１を見ながらその裏面
側をカメラ１０２により撮影することができないという不具合があった。
また、従来の移動体電話機では、近年、操作ボタン１０４ａの増加及び液晶表示器１０１
の大型化が要求されており、図１１に示した本体１００に大型の液晶表示器及び複数の操
作ボタンを配置すると、カメラ１０２を配置する配置スペースがなくなってしまうという
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不具合があった。
さらに、従来の移動体電話機では、図１２に示したように、カメラ３２２を備えた外部装
置３００を移動体電話機の本体２００に接続する構造の場合、通話者が周囲の様子を撮影
する場合に、常時、移動体電話機の本体２００と外部装置３００とを持ち運ぶ必要がある
ため、収納性、携帯性が悪くなるという不具合があった。
本発明はこのような課題を解決し、液晶表示器を見ながら所望の方向をカメラにより撮影
でき、携帯性に優れて、配置スペースを十分に確保できる移動体電話機を提供することを
目的とする。
【００１３】

　 本体の所定面にカメラを備えた移動体電話機
本体の所定機能を操作するテンキーなどの操作ボタンを配置した操作面を有する

第１筐体と、この第１筐体に摺動可能に装着されて操作面を覆う閉塞位置と操作面を露出
させる開放位置とに摺動するとともに所定の端部に回転可能に軸支したカメラを有する第
２筐体とを備え、この第２筐体は閉塞位置で第１筐体と外周がほぼ一致するように重なり
カメラが位置する第１筐体の一端側に切り欠き部を設けて前方及び後方を撮影可能にする
とともに、本体を第１筐体及び第２筐体により形成することで所定の電子部品を十分に配
置できる配置スペースを確保するように設ける。
【００１４】
　ここで、第２筐体には、閉塞位置で覆われる操作面の操作ボタンとは異なり閉塞位置の
状態で露出してカメラ及びオンフック・オフフッ 操作を行う基本ボタンを配置 るこ
とが好ましい。また、本体は、第２筐体にカメラとともに大型の液晶表示器 スピー

配置し、第１筐体に操作ボタン マイ 配置することで、開放位置に摺動する際に
スピーカからマイクまでの長さを使用者の耳から口までの長さに調節できるように設ける
ことが好ましい。また、カメラは、第２筐体に軸支されて操作面側から裏面側に１８０度
回転して撮影できるように形成され、この画像を通信により発信できるように設けること
が好ましい。
【００１５】
【発明の実施の形態】
次に、添付図面を参照して本発明による移動体電話機の実施の形態を詳細に説明する。図
１は、本発明による移動体電話機の第１の実施の形態を示す斜視図である。また、図２は
、図１に示した移動体電話機を使用している状態を示す図である。また、図３は、図１に
示した操作面２２を第２筐体３０により閉塞した状態を示す図であり、図３（ａ）は正面
図を、図３（ｂ）は側面図を、図３（ｃ）は背面図を各々示している。また、図４は、図
１に示したカメラ３２を１８０度回転させる動作を示す図であり、図４（ａ）は回転前の
状態を、図４（ｂ）は回転途中の状態を、図４（ｃ）は回転後の状態を各々示している。
【００１６】
図１に示すように、本発明による移動体電話機の第１の実施の形態は、図１１及び１２に
示した従来技術とは異なり、移動体電話機の外装を第１筐体２０と第２筐体３０とにより
形成した本体１０を備えている。この本体１０には、第１筐体２０にテンキーなどの操作
ボタン２２ａを複数配置した操作面２２と、この操作面２２の近傍に配置して通話時の音
声情報を収音するマイク２４と、所定の情報を送受信するアンテナ２６とを備えている。
また、第２筐体３０には、所定の情報を表示する液晶表示器（ＬＣＤ）３６と、周囲の様
子を自由に撮影可能なカメラ３２と、このカメラ３２の撮影及びオンフック・オフフック
などの最低限の操作を行える基本ボタン３４ａを複数配置した基本面３４と、アンテナ２
６により受信した音声情報を再生するスピーカ３８とを備えている。
【００１７】
ここで、本体１０は、前述したように第１筐体２０と第２筐体３０とからなり、第２筐体
３０が第１筐体２０に摺動可能に支持され、この第２筐体３０が摺動することで第１筐体
２０の操作面２２ａを開閉できるように形成している。このように本体１０は、第１筐体
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２０と第２筐体３０との２つの筐体を設けることで、大型の液晶表示器３６、複数の操作
ボタン２２ａ、カメラ３２などの電子部品を十分に配置できる配置スペースを確保してい
る。
【００１８】
また、本体１０は、図１に示したように、通信などの種々の機能を実行する場合、第１筐
体２０の操作面２２が露出する開放位置に第２筐体３０を摺動させることで実行する。こ
の際、本体１０は、図２に示すように、第１筐体２０及び２筐体３０に設けたスピーカ３
８からマイク２４までの長さが使用者の耳から口までの長さとほぼ同じ長さに伸長でき、
使用者は適切な大きさに伸ばして使い易い長さで使用することが可能になる。
【００１９】
一方、本体１０は、使用者が通信をやめて携帯する場合、図３（ａ）に示すように、第１
筐体２０の操作面２２を閉塞する閉塞位置に第２筐体３０を摺動させて携帯する。これに
より操作面２２は、第２筐体３０により閉塞され、携帯時に任意の操作ボタン２２ａが押
されることを防止できるるとともに、防塵などの効果を得ることができる。この第２筐体
３０には、前述した最低限の操作を行う基本ボタン３４ａを配置した基本面３４を設けて
おり、第２筐体３０により操作面２２を閉塞した状態でも一定の機能を実行できるように
形成している。また、第２筐体３０は、操作面２２を閉塞した閉塞位置において、図３（
ｂ）及び図３（ｃ）に示すように、第１筐体２０に完全に重なることなく一端側に敢えて
幅Ａだけ突出する部分を設けている。この幅Ａは、第２筐体３０を閉塞位置に摺動させた
際、カメラ３２が第１筐体２０に重ならない幅に形成している。
【００２０】
また、カメラ３２は、第２筐体３０の前述した幅Ａ内の一端に回動可能に支持されており
、図４（ａ）に示すようにレンズ３２ａが所定の方向を向いている際に、図４（ｂ）に示
すようにカメラ３２を所定の方向に回転させることで、図４（ｃ）に示すように１８０度
回転してレンズ３２ａの向きを変えることができる。従って、カメラ３２は、図３（ａ）
に示した状態から、レンズ３２ａの向きを図４に示したように回転させて変えることで、
図３（ｃ）に示した裏面側にレンズ３２ａを回動させることができ、液晶表示器３６を見
ながら裏面側の画像を撮影することが可能になる。このカメラ３２は、ＣＣＤカメラまた
はＣ－ＭＯＳカメラなどの小型カメラを用いている。
【００２１】
そして、このような本発明による移動体電話機の第１の実施の形態を使用する場合、まず
、図１に示したように、第１筐体２０の操作面２２が露出する開放位置に第２筐体３０を
摺動させる。そして、本体１０の操作面２２に設けた操作ボタン２２ａを操作して電源を
ＯＮにするとともに、カメラ３２のレンズ３２ａを所望の方向に回転させて調節する。そ
の後、本体１０の操作ボタン２２ａを再び操作してカメラ３２をＯＮ状態にすることによ
り、電力およびカメラ制御信号がカメラ３２に供給され、液晶表示器３６に画像が表示さ
れる。そして、使用者は、この液晶表示器３６の画像を確認後、操作ボタン２２ａを操作
して通信を開始することで、通信相手に撮影した画像を送信でき、画像情報のやりとりが
可能になる。
【００２２】
なお、通信を行わずカメラ３２による撮影のみ行う場合、図３（ａ）に示したように、操
作面２２を閉塞する閉塞位置に第２筐体３０を摺動させた状態で撮影することができる。
このような場合、まず、第２筐体３０の基本面３４に設けた基本ボタン３４ａにより電源
をＯＮにするとともに、カメラ３２のレンズ３２ａを所望の方向に回転させて調節する。
その後、本体１０の基本ボタン３４ａを再び操作してカメラ３２をＯＮ状態にすることで
、電力およびカメラ制御信号がカメラ３２に供給され、液晶表示器３６に画像が表示され
る。
【００２３】
このように、本発明による移動体電話機の第１の実施の形態によると、図３に示した操作
面２２を閉塞した状態で第１筐体２０と重ならない第２筐体３０の突出する端部に回動可
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能なカメラ３２を設けているため、このカメラ３２を図４に示したように回動させること
で、液晶表示器３６を見ながら裏面側の画像を撮影することが可能になる。
また、第１の実施の形態によると、第１筐体２０及び第２筐体３０により本体１０を形成
して電子部品の配置スペースを広く確保しているため、操作ボタン２２ａが増加して液晶
表示器３６が大型化したとしても、カメラ３２を配置する十分な配置スペースを確保する
ことができる。
さらに、第１の実施の形態によると、前述したように本体１０にカメラ３２を一体化させ
て自由に撮影できるように設けているため、図１２に示した従来技術に比べて本体１０を
持ち運ぶ際の収納性及び携帯性が良くなる。
【００２４】
次に、図５乃至図７を参照して本発明による移動体電話機の第２の実施の形態を詳細に説
明する。図５は、本発明による移動体電話機の第２の実施の形態を示す斜視図である。ま
た、図６は、図５に示した移動体電話機を使用している状態を示す図である。また、図７
は、図５に示した操作面５２を第２筐体６０により閉塞した状態を示す図であり、図７（
ａ）は正面図を、図７（ｂ）は側面図を、図７（ｃ）は背面図を各々示している。
【００２５】
図５に示すように、本発明による移動体電話機の第２の実施の形態は、図１に示した第１
の実施の形態と同様に、移動体電話機の外装を第１筐体５０と第２筐体６０とにより形成
した本体４０を備えている。この本体４０には、第１筐体５０にテンキーなどの操作ボタ
ン５２ａを複数配置した操作面５２と、通話時の音声情報を収音するマイク５４と、所定
の情報を送受信するアンテナ５６とを備えている。また、第１筐体５０は、図１に示した
第１の実施の形態とは異なり、操作面５２の近傍にカメラ６２の撮影またはオンフック・
オフフックなどの基本的な操作を行う基本ボタン５８ａを複数配置した基本面５８を設け
ている。一方、第２筐体６０には、所定の情報を表示する液晶表示器（ＬＣＤ）６６と、
周囲の様子を自由に撮影可能なカメラ６２と、アンテナ５６により受信した音声情報を再
生するスピーカ６８とを備えている。このように第２の実施の形態では、使用者が操作す
る操作ボタン５２ａ及び基本ボタン５８ａなどの全てのボタンを第１筐体５０に設けたも
のである。
【００２６】
ここで、本体４０は、前述したように、第１筐体５０と第２筐体６０とからなり、第２筐
体６０が第１筐体５０に摺動可能に支持され、この第２筐体６０が摺動することで第１筐
体５０の操作面５２を開閉できるように形成している。このように本体４０は、第１筐体
５０と第２筐体６０との２つの筐体を設けることで、大型の液晶表示器６６、複数の操作
ボタン５２、カメラ６２などの電子部品を十分に配置できる配置スペースを確保している
。
【００２７】
また、本体４０は、図５に示したように、通信などの種々の機能を実行する場合、第１筐
体５０の操作面５２が露出する開放位置に第２筐体６０を摺動させることで実行している
。この際、本体４０は、図６に示すように、第１筐体５０及び第２筐体６０に設けたスピ
ーカ６８からマイク５４までの長さを使用者の耳から口までの長さとほぼ同じ長さに伸長
でき、使用者は適切な大きさに伸ばして使い易い長さで使用することが可能になる。また
、第１筐体５０には、カメラ６２及びオンフック・オフフックなどの最低限の操作を行え
る基本ボタン５８ａを配置した基本面５８を設けており、第２筐体６０を摺動させて操作
面５２を閉塞した状態でも一定の機能を実行できるように形成している。
【００２８】
一方、本体４０は、使用者が通信をやめて携帯する場合、図７（ａ）に示すように、第１
筐体５０の操作面５２を閉塞する閉塞位置に第２筐体６０を摺動させて携帯する。これに
より操作面５２は、第２筐体６０により閉塞されて携帯時に任意の操作ボタン５２ａが押
されることを防止できるるとともに、防塵などの効果を得ることができる。そして、第２
筐体６０は、操作面５２を閉塞した閉塞位置において、図７（ｂ）及び図７（ｃ）に示す
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ように、第１筐体５０に重なることなく所定の幅Ｂだけ突出する端部を設けている。この
幅Ｂは、第２筐体６０のカメラ６２が第１筐体５０に重ならないように設けている。
【００２９】
また、カメラ６２は、第２筐体６０の一端に回動可能に支持されており、図４に示したカ
メラと同様に１８０度回転してレンズ６２ａの向きを変えることができる。従って、カメ
ラ６２は、レンズ６２ａの向きを回転させて変えることで裏面側にレンズ６２ａが回動し
、液晶表示器６６を見ながら裏面側の画像を撮影することが可能になる。このカメラ６２
は、ＣＣＤカメラまたはＣ－ＭＯＳカメラなどの小型カメラを用いている。
【００３０】
そして、このような本発明による移動体電話機の第２の実施の形態を使用する場合、まず
、図５に示したように、第１筐体５０の操作面５２が露出する開放位置に第２筐体６０を
摺動させる。そして、本体４０の操作面５２に設けた操作ボタン５２ａを操作して電源を
ＯＮにするとともに、カメラ６２のレンズ６２ａを所望の方向に回転させて調節する。そ
の後、本体４０の操作ボタン５２ａを再び操作してカメラ６２をＯＮ状態にすることで、
電力およびカメラ制御信号がカメラ６２に供給され、液晶表示器６６に画像が表示される
。また、使用者は、この液晶表示器６６の画像を確認後、操作ボタン５２ａを操作して通
信を開始することで、通信相手に撮影した画像を送信することができ、画像情報のやりと
りが可能になる。
【００３１】
なお、通信を行わずカメラ６２による撮影のみ行う場合、図７（ａ）に示したように、操
作面５２を閉塞する閉塞位置に第２筐体６０を摺動させた状態でカメラ６２により撮影す
ることができる。このような場合、まず、第１筐体５０の基本面５８に設けた基本ボタン
５８ａにより電源をＯＮにするとともに、カメラ６２のレンズ６２ａを所望の方向に回転
させて調節する。その後、本体４０の基本ボタン５８ａを再び操作してカメラ６２をＯＮ
状態にすることで、電力およびカメラ制御信号がカメラ６２に供給されて液晶表示器６６
に画像が表示されることで、液晶表示器６６を見ながら撮影することが可能になる。
【００３２】
このように、本発明による移動体電話機の第２の実施の形態によると、第１筐体５０及び
第２筐体６０により本体４０を形成し、この第２筐体６０の第１筐体５０と重ならない突
出する端部に回動可能なカメラ６２を設けているため、第１の実施の形態と同様の効果を
得ることができるとともに、操作ボタン５２ａ及び基本ボタン５８ａなどの全てのボタン
を第１筐体５０に配置することで簡単な構造になり容易に製造することが可能になる。
【００３３】
次に、図８乃至図１０を参照して本発明による移動体電話機の第３の実施の形態を詳細に
説明する。図８は、本発明による移動体電話機の第３の実施の形態を示す斜視図である。
また、図９は、図８に示した操作面８２を第２筐体９０により閉塞した状態を示す図であ
る。また、図１０は、図９に示した第１筐体８０の裏面側を示す図である。
【００３４】
図８に示すように、本発明による移動体電話機の第３の実施の形態は、図１に示した第１
の実施の形態と同様に、移動体電話機の外装を第１筐体８０と第２筐体９０とにより形成
した本体７０を備えている。この本体７０には、第１筐体８０にテンキーなどの操作ボタ
ン８２ａを複数配置した操作面８２と、この操作面８２の近傍に配置して通話時の音声情
報を収音するマイク８４と、所定の情報を送受信するアンテナ８６とを備えている。一方
、第２筐体９０には、所定の情報を表示する液晶表示器（ＬＣＤ）９６と、周囲の様子を
自由に撮影可能なカメラ９２と、このカメラ９２の撮影及びオンフック・オフフックなど
の最低限の操作を行える基本ボタン９４ａを複数配置した基本面９４と、アンテナ８６に
より受信した音声情報を再生するスピーカ９８とを備えている。また、第３の実施の形態
では、図１に示した第１の実施の形態とは異なり、第１筐体８０の一端に所定の大きさに
切り欠いた切り欠き部８０ａを形成している。
【００３５】
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ここで、本体７０は、前述したように、第１筐体８０と第２筐体９０とからなり、第２筐
体９０が第１筐体８０に摺動可能に支持され、この第２筐体９０が摺動することで第１筐
体８０の操作面８２を開閉できるように形成している。このように本体７０は、第１筐体
８０と第２筐体９０との２つの筐体を設けることで、大型の液晶表示器９６、複数の操作
ボタン８２ａ、カメラ９２などの電子部品を十分に配置できる配置スペースを確保してい
る。
【００３６】
また、本体７０は、通信などの種々の機能を実行する場合、図８に示したように、第１筐
体８０の操作面８２が露出する開放位置に第２筐体９０を摺動させることで実行する。こ
の際、本体７０は、図２に示した第１の実施の形態のように、第１筐体８０及び第２筐体
９０に設けたスピーカ９８からマイク８４までの長さが使用者の耳から口までの長さとほ
ぼ同じ長さに伸長でき、使用者は適切な大きさに伸ばして使い易い長さで使用することが
可能になる。
【００３７】
一方、本体７０は、使用者が通信をやめて携帯する場合、図９に示すように、第１筐体８
０の操作面８２を閉塞する閉塞位置に第２筐体９０を摺動させて携帯する。ここで、第３
の実施の形態では、図９に示した閉塞位置において第１筐体８０と第２筐体９０とが完全
に一致するように重なることで、第２筐体９０が操作面８２を閉塞する。この際、第１筐
体８０は、前述した切り欠き部８０ａによって第２筐体９０に設けたカメラ９２と図１０
に示すように重ならないように形成している。これにより操作面８２は、図９に示したよ
うに、第２筐体９０により閉塞され、携帯時に任意の操作ボタン８２ａが押されることを
防止できるとともに、防塵などの効果も得ることができる。また、第２筐体９０には、前
述した最低限の操作を行える基本ボタン９４ａを配置した基本面９４を設けており、図９
に示した第２筐体９０により操作面８２を閉塞した状態でも一定の機能を実行できるよう
に形成している。
【００３８】
また、カメラ９２は、第２筐体９０の一端に回動可能に支持されており、図４に示したカ
メラと同様に１８０度回転してレンズ９２ａの向きを変えることができる。従って、カメ
ラ９２は、レンズ９２ａの向きを回転させて変えることで裏面側にレンズ９２ａが回動し
、液晶表示器９６を見ながら裏面側の画像を撮影することが可能になる。このカメラ９２
は、ＣＣＤカメラまたはＣ－ＭＯＳカメラなどの小型カメラを用いている。
【００３９】
そして、このような本発明による移動体電話機の第３の実施の形態を使用する場合、まず
、図８に示したように、第１筐体８０の操作面８２が露出する開放位置に第２筐体９０を
摺動させる。そして、本体７０の操作面８２に設けた操作ボタン８２ａを操作して電源を
ＯＮにするとともに、カメラ９２のレンズ９２ａを所望の方向に回転させて調節する。そ
の後、本体７０の操作ボタン８２ａを再び操作してカメラ９２をＯＮ状態にすることによ
り、電力およびカメラ制御信号がカメラ９２に供給され、液晶表示器９６に画像が表示さ
れる。そして、使用者は、この液晶表示器９６の画像を確認後、操作ボタン８２ａを操作
して通信を開始することで、通信相手に撮影した画像を送信でき、画像情報をやりとりす
ることが可能になる。
【００４０】
なお、通信を行わずカメラ９２による撮影のみ行う場合、図９に示したように、操作面８
２を閉塞する閉塞位置に第２筐体９０を摺動させた状態で撮影することができる。このよ
うな場合、まず、第２筐体９０の基本面９４に設けた基本ボタン９４ａにより電源をＯＮ
にするとともに、カメラ９２のレンズ９２ａを所望の方向に回転させて調節する。その後
、本体７０の基本ボタン９４ａを再び操作してカメラ９２をＯＮ状態にすることで、電力
およびカメラ制御信号がカメラ９２に供給され、液晶表示器９６に画像が表示される。
【００４１】
このように、本発明による移動体電話機の第３の実施の形態によると、第１筐体８０及び
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第２筐体９０により本体７０を形成し、この第２筐体９０の端部に回動可能なカメラ９２
を設けて第１筐体８０が重ならないように切り欠き部８０ａを設けているため、第１の実
施の形態と同様の効果を得ることができるとともに、操作面８２を閉塞する際に第１筐体
８０と第２筐体９０とが一致するように重なることで本体７０をより小型化することが可
能になる。
【００４２】
以上、本発明による移動体電話機の実施の形態を詳細に説明したが、本発明は前述した実
施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
例えば、カメラを第２筐体の上端に設けた実施の形態を説明したが、これに限定されるも
のではなく、本体の側面にカメラを回動可能に支持してもよい。
【００４３】
【発明の効果】
このように本発明による移動体電話機によれば、第１筐体及び第２筐体により本体を形成
し、この第２筐体の端部に回動可能なカメラを設けて第１筐体と重ならないように形成し
ているため、カメラを回動させることで、液晶表示器を見ながら、この液晶表示器の裏面
側を撮影することが可能になる。
また、本発明による移動体電話機によれば、前述したように第１筐体及び第２筐体により
本体を形成し、電子部品の配置スペースを広く確保しているため、操作ボタンが増加して
液晶表示器が大型化したとしても、カメラを配置する十分な配置スペースを確保すること
ができる。
さらに、本発明による移動体電話機によれば、本体にカメラを一体化させて自由に撮影で
きるように設けているため、本体を持ち運ぶ際にコンパクトであり、収納性及び携帯性が
良くなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による移動体電話機の第１の実施の形態を示す斜視図。
【図２】図１に示した移動体電話機を使用している状態を示す図。
【図３】図１に示した操作面を第２筐体により閉塞した状態を示す図。
【図４】図１に示したカメラを１８０度回転させる動作を示す図。
【図５】本発明による移動体電話機の第２の実施の形態を示す斜視図。
【図６】図５に示した移動体電話機を使用している状態を示す図。
【図７】図５に示した操作面を第２筐体により閉塞した状態を示す図。
【図８】本発明による移動体電話機の第３の実施の形態を示す斜視図。
【図９】図８に示した操作面を第２筐体により閉塞した状態を示す図。
【図１０】図９に示した第１筐体の裏面側を示す図。
【図１１】従来の移動体電話機を示す斜視図。
【図１２】従来の移動体電話機の他の実施の形態を示す斜視図。
【符号の説明】
１０　　本体
２０　　第１筐体
２２　　操作面
２２ａ　操作ボタン
２４　　マイク
２６　　アンテナ
３０　　第２筐体
３２　　カメラ
３４　　基本面
３４ａ　基本ボタン
３６　　液晶表示器
３８　　スピーカ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(10) JP 3751197 B2 2006.3.1



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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